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第 1 号 平成26年度徳島県一般会計補正予算（第6号）

平成26年度徳島県一般会計の補正予算（第6号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5，685，512千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ494，697，334千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は，「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は，「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は，「第4表地方債補正」による。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1号 平成26年度徳島県一般会計補正予算（第6号）
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第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

7 分 担 金 及 び 負 担 金 923，189 1，700 924，889

2 負 担 金 647，849 1，700 649，549

9 国 庫 支 出 金 57，999，903 1，537，444 59，537，347

2 国 庫 補 助 金 27，466，372 1，537，444 29，003，816

10 財 産 収 入 994，693 1，000 995，693

1 財 産 運 用 収 入 584，449 1，000 585，449

12 繰 入 金 95，476，467 3，220，528 98，696，995

2 基 金 繰 入 金 34，208，056 3，220，528 37，428，584

13 繰 越 金 8，140，656 528，840 8，669，496

1 繰 越 金 8，140，656 528，840 8，669，496

15 県 債 59，814，000 396，000 60，210，000

1 県 債 59，814，000 396，000 60，210，000

歳 入 合 計 489，011，822 5，685，512 494，697，334

初校
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 33，584，320 208，000 33，792，320

2 企 画 費 2，186，204 7，000 2，193，204

4 市 町 村 振 興 費 3，380，169 100，000 3，480，169

6 防 災 費 5，121，287 101，000 5，222，287

3 民 生 費 58，782，421 749，013 59，531，434

1 社 会 福 祉 費 41，954，493 700 41，955，193

2 児 童 福 祉 費 10，937，317 748，313 11，685，630

4 衛 生 費 25，495，834 3，371，962 28，867，796

1 公 衆 衛 生 費 5，507，844 82，837 5，590，681

2 環 境 衛 生 費 3，361，745 1，500 3，363，245

4 医 薬 費 5，947，259 3，287，625 9，234，884

5 労 働 費 6，458，733 1，000 6，459，733

1 労 政 費 5，327，615 1，000 5，328，615

6 農 林 水 産 業 費 31，084，110 281，737 31，365，847

1 農 業 費 4，929，314 200，000 5，129，314

千円 千円 千円
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2 園 芸 費 813，413 1，000 814，413

4 農 地 費 9，957，859 65，000 10，022，859

5 林 業 費 12，273，913 9，737 12，283，650

6 水 産 業 費 2，129，571 6，000 2，135，571

7 商 工 費 64，014，497 4，000 64，018，497

3 観 光 費 1，463，171 4，000 1，467，171

8 土 木 費 47，013，936 946，200 47，960，136

2 道 路 橋 り ょ う 費 23，044，975 203，200 23，248，175

3 河 川 海 岸 費 11，394，029 637，000 12，031，029

5 都 市 計 画 費 3，315，713 106，000 3，421，713

10 教 育 費 85，704，470 3，600 85，708，070

7 保 健 体 育 費 1，108，376 3，600 1，111，976

11 災 害 復 旧 費 9，796，520 120，000 9，916，520

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 8，301，750 120，000 8，421，750

歳 出 合 計 489，011，822 5，685，512 494，697，334
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第2表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 児童福祉施設整備事業費 738，313

第3表 債務負担行為補正

1 追 加

事 項 期 間 限 度 額

徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 62，307千円

国際スポーツ大会キャンプ地等誘致推進業務委託契約 平 成 27 年 度 4，900千円

徳島県立総合福祉センターの管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 93，954千円

徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター等）の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 388，698千円

徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者スポーツセンター）の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 140，100千円

徳島県立美馬野外交流の郷の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 43，700千円

徳島県立出島野鳥公園の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 16，500千円

徳島県立高丸山千年の森の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 53，676千円

徳島県立神山森林公園の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 213，840千円

公園維持修繕工事請負契約 平 成 27 年 度 20，000千円

千円
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徳島県日峯大神子広域公園等の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 537，840千円

徳島県鳴門ウチノ海総合公園等の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 369，360千円

新浜町団地県営住宅等の管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 65，762千円

徳島県立埋蔵文化財総合センターの管理運営協定 自 平成27年度
至 平成29年度 43，625千円

第4表 地 方 債 補 正

1 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

市 町 村 振 興 事 業 2，151，000 2，251，000

河 川 海 岸 事 業 4，629，000 4，925，000

計 59，814，000 60，210，000

初校
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第 2 号 平成26年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第2号）

平成26年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計の補正予算（第2号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10，000千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ123，430，262千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第1表歳入歳出予算補正」による。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 中小企業・雇用対策事業収入 123，420，262 10，000 123，430，262

4 諸 収 入 61，355，340 10，000 61，365，340

歳 入 合 計 123，420，262 10，000 123，430，262

千円 千円 千円

第2号 平成26年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第2号）
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 中小企業・雇用対策事業費 123，420，262 10，000 123，430，262

1 中小企業・雇用対策事業費 123，420，262 10，000 123，430，262

歳 出 合 計 123，420，262 10，000 123，430，262

初校
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徳 島 県 災 害 医 療 推 進 基 金 条 例

（ 設 置 ）

第 一 条 医 学 的 な 配 慮 を 必 要 と す る 要 配 慮 者 （ 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 二 項 第 十 五 号 に 規 定 す る 要 配 慮 者 を い う 。 ） に 対

す る 災 害 医 療 （ 南 海 ト ラ フ を 震 源 と す る 巨 大 地 震 に よ り 生 ず る 被 害 そ の 他 の 災 害 に 切 れ 目 な く 対 処 す る た め の 医 療 に 関 す る 取 組 を い う 。 ） を 推 進 す る 事 業 に

要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 徳 島 県 災 害 医 療 推 進 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 額 ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 予 算 で 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

2 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、 こ の 基 金 に 編 入 す る も の と す る 。

（ 繰 替 運 用 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 運 用 す る こ と が で

き る 。

（ 処 分 ）

第 三 号

徳 島 県 災 害 医 療 推 進 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 災 害 医 療 推 進 基 金 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 号 徳 島 県 災 害 医 療 推 進 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て

初校
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第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 に 規 定 す る 事 業 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 処 分 す る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

医 学 的 な 配 慮 を 必 要 と す る 要 配 慮 者 に 対 す る 災 害 医 療 を 推 進 す る 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 徳 島 県 災 害 医 療 推 進 基 金 を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
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徳 島 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 七 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 四 章 行 政 指 導 （ 第 三 十 条 ― 第 三 十 五 条 ） 」 を
「 第 四 章 行 政 指 導 （ 第 三 十 条 ― 第 三 十 五 条 ）

第 四 章 の 二 処 分 等 の 求 め （ 第 三 十 五 条 の 二 ） 」
に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 中 「 及 び 第 三 十 二 条 」 を 「 、 第 三 十 二 条 及 び 第 三 十 三 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 名 あ て 人 」 を 「 名 宛 人 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 第 四 章 」 を 「 第 四 章 の 二 」 に 改 め 、 同 条 第 八 号 中 「 名 あ て 人 」 を 「 名 宛 人 」 に 改 め 、 同 条 第 九 号 中 「 か か わ る 」 を 「 関 わ る 」 に 改 め る 。

第 十 九 条 第 二 項 第 五 号 中 「 又 は 保 佐 人 」 を 「 、 保 佐 人 、 保 佐 監 督 人 、 補 助 人 又 は 補 助 監 督 人 」 に 改 め る 。

第 三 十 三 条 第 三 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 前 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 行 政 指 導 に 携 わ る 者 は 、 当 該 行 政 指 導 を す る 際 に 、 県 の 機 関 が 許 認 可 等 を す る 権 限 又 は 許 認 可 等 に 基 づ く 処 分 を す る 権 限 を 行 使 し 得 る 旨 を 示 す と き は 、 そ

の 相 手 方 に 対 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 示 さ な け れ ば な ら な い 。

一 当 該 権 限 を 行 使 し 得 る 根 拠 と な る 法 令 の 条 項

二 前 号 の 条 項 に 規 定 す る 要 件

三 当 該 権 限 の 行 使 が 前 号 の 要 件 に 適 合 す る 理 由

第 三 十 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 行 政 指 導 の 中 止 等 の 求 め ）

第 三 十 四 条 の 二 法 令 に 違 反 す る 行 為 の 是 正 を 求 め る 行 政 指 導 （ そ の 根 拠 と な る 規 定 が 法 律 又 は 条 例 に 置 か れ て い る も の に 限 る 。 ） の 相 手 方 は 、 当 該 行 政 指 導

第 四 号

徳 島 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 号 徳 島 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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が 当 該 法 律 又 は 条 例 に 規 定 す る 要 件 に 適 合 し な い と 思 料 す る と き は 、 当 該 行 政 指 導 を し た 県 の 機 関 に 対 し 、 そ の 旨 を 申 し 出 て 、 当 該 行 政 指 導 の 中 止 そ の 他 必

要 な 措 置 を と る こ と を 求 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 行 政 指 導 が そ の 相 手 方 に つ い て 弁 明 そ の 他 意 見 陳 述 の た め の 手 続 を 経 て さ れ た も の で あ る と き は 、

こ の 限 り で な い 。

2 前 項 の 申 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 提 出 し て し な け れ ば な ら な い 。

一 申 出 を す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

二 当 該 行 政 指 導 の 内 容

三 当 該 行 政 指 導 が そ の 根 拠 と す る 法 律 又 は 条 例 の 条 項

四 前 号 の 条 項 に 規 定 す る 要 件

五 当 該 行 政 指 導 が 前 号 の 要 件 に 適 合 し な い と 思 料 す る 理 由

六 そ の 他 参 考 と な る 事 項

3 当 該 県 の 機 関 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 が あ っ た と き は 、 必 要 な 調 査 を 行 い 、 当 該 行 政 指 導 が 当 該 法 律 又 は 条 例 に 規 定 す る 要 件 に 適 合 し な い と 認 め る と

き は 、 当 該 行 政 指 導 の 中 止 そ の 他 必 要 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

第 四 章 の 次 に 次 の 一 章 を 加 え る 。

第 四 章 の 二 処 分 等 の 求 め

第 三 十 五 条 の 二 何 人 も 、 法 令 に 違 反 す る 事 実 が あ る 場 合 に お い て 、 そ の 是 正 の た め に さ れ る べ き 処 分 又 は 行 政 指 導 （ そ の 根 拠 と な る 規 定 が 法 律 又 は 条 例 に 置

か れ て い る も の に 限 る 。 ） が さ れ て い な い と 思 料 す る と き は 、 当 該 処 分 を す る 権 限 を 有 す る 行 政 庁 又 は 当 該 行 政 指 導 を す る 権 限 を 有 す る 県 の 機 関 に 対 し 、 そ

の 旨 を 申 し 出 て 、 当 該 処 分 又 は 行 政 指 導 を す る こ と を 求 め る こ と が で き る 。

2 前 項 の 申 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 提 出 し て し な け れ ば な ら な い 。

一 申 出 を す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

二 法 令 に 違 反 す る 事 実 の 内 容

三 当 該 処 分 又 は 行 政 指 導 の 内 容

四 当 該 処 分 の 根 拠 と な る 条 例 等 又 は 当 該 行 政 指 導 の 根 拠 と な る 法 律 若 し く は 条 例 の 条 項

五 当 該 処 分 又 は 行 政 指 導 が さ れ る べ き で あ る と 思 料 す る 理 由

六 そ の 他 参 考 と な る 事 項

3 当 該 行 政 庁 又 は 県 の 機 関 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 が あ っ た と き は 、 必 要 な 調 査 を 行 い 、 そ の 結 果 に 基 づ き 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 処 分 又 は 行
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政 指 導 を し な け れ ば な ら な い 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 徳 島 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

2 徳 島 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 二 項 中 「 第 三 十 三 条 第 三 項 」 を 「 第 三 十 三 条 第 四 項 」 に 、 「 第 三 十 三 条 第 二 項 」 を 「 第 三 十 三 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

提 案 理 由

行 政 手 続 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 鑑 み 、 法 律 又 は 条 例 の 要 件 に 適 合 し な い 行 政 指 導 の 中 止 等 を 求 め る 制 度 及 び 法 令 に 違 反 す る 事 実 の 是 正 の た め の 処 分 又

は 行 政 指 導 を 求 め る 制 度 を 整 備 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 四 号 中 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 」 を 「 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 の 表 三 十 一 の 項 中 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 （ 」 を 「 母

子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 （ 」 に 、 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 施 行 令 」 を 「 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 令 」 に 改 め 、 同 項 1 中 「 第 三 十 二 条 第 四 項 」 を 「 第

三 十 一 条 の 六 第 五 項 及 び 第 三 十 二 条 第 五 項 」 に 改 め 、 同 項 2 中 「 （ 令 」 の 下 に 「 第 三 十 一 条 の 七 及 び 」 を 加 え 、 同 表 七 十 三 の 項 中 「 マ ン シ ョ ン の 建 替 え の 円 滑

化 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 第 二 項 の 表 七 十 三 の 項 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 六 年 十 二 月 二 十 四 日 又 は こ の 条 例 の 公 布 の 日 の い ず れ か

遅 い 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 方 自 治 法 の 規 定 に よ る 市 長 と の 協 議 に 基 づ き 、 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 を 市 が 処 理 す る こ と と す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る

理 由 で あ る 。

第 五 号

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 号 徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 附 属 機 関 の 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 附 属 機 関 の 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

表 中 「 徳 島 県 建 設 工 事 紛 争 審 査 会 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 十 五 条 第 三 項 五 人 以 内 」 を
「 徳 島 県 小 児 慢 性

徳 島 県 建 設 工 事

特 定 疾 病 審 査 会 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 十 九 条 の 四 第 一 項 五 人 以 内

紛 争 審 査 会 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 十 五 条 第 三 項 五 人 以 内 」
に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

徳 島 県 指 定 難 病 審 査 会 難 病 の 患 者 に 対 す る 医 療 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 八 条 第 一 項 六 人 以 内

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

児 童 福 祉 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と 及 び 難 病 の 患 者 に 対 す る 医 療 等 に 関 す る 法 律 が 制 定 さ れ た こ と に 鑑 み 、 徳 島 県 小 児 慢 性 特 定 疾 病 審 査 会 及 び 徳 島 県 指 定 難

病 審 査 会 の 委 員 の 定 数 を 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 六 号

徳 島 県 附 属 機 関 の 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 附 属 機 関 の 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 六 号 徳 島 県 附 属 機 関 の 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 震 災 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 震 災 対 策 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

徳 島 県 命 を 守 る た め の 大 規 模 災 害 対 策 基 金 条 例

第 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 設 置 ）

第 一 条 南 海 ト ラ フ を 震 源 と す る 巨 大 地 震 、 台 風 に よ る 豪 雨 そ の 他 の 異 常 な 自 然 現 象 に よ り 生 ず る 大 規 模 な 災 害 か ら 県 民 の 命 を 守 る た め の 対 策 と し て 行 う 当 該

災 害 の 未 然 の 防 止 、 発 生 時 の 応 急 措 置 並 び に 収 束 後 の 復 旧 及 び 復 興 に 関 す る 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 徳 島 県 命 を 守 る た め の 大 規 模 災 害 対 策 基 金 （ 以

下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2 改 正 前 の 徳 島 県 震 災 対 策 基 金 条 例 に よ る 徳 島 県 震 災 対 策 基 金 は 、 改 正 後 の 徳 島 県 命 を 守 る た め の 大 規 模 災 害 対 策 基 金 条 例 に よ る 徳 島 県 命 を 守 る た め の 大 規

模 災 害 対 策 基 金 と み な す 。

第 七 号

徳 島 県 震 災 対 策 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 震 災 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 七 号 徳 島 県 震 災 対 策 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校

１９

平成26年12月議案及び議案説明書



提 案 理 由

大 規 模 な 自 然 災 害 が 全 国 的 に 増 加 し て い る 状 況 に 鑑 み 、 徳 島 県 震 災 対 策 基 金 に つ い て 、 震 災 以 外 の 大 規 模 な 自 然 災 害 か ら 県 民 の 命 を 守 る た め の 対 策 に 要 す る

経 費 に も 充 て る こ と が で き る こ と と す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
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徳 島 県 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 条 例

（ 設 置 ）

第 一 条 地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 元 年 法 律 第 六 十 四 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 域 に お け

る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の た め の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 徳 島 県 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 額 ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 予 算 で 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

2 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、 こ の 基 金 に 編 入 す る も の と す る 。

（ 繰 替 運 用 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 運 用 す る こ と が で

き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 に 規 定 す る 事 業 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 処 分 す る こ と が で き る 。

第 八 号

徳 島 県 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 八 号 徳 島 県 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て

初校
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（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2 基 金 は 、 第 六 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 を 推 進 す る た め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 八

十 三 号 ） 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ り 法 第 六 条 に 規 定 す る 都 道 府 県 事 業 と み な さ れ る 事 業 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 処 分 す る こ と が で き る 。

提 案 理 由

地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の た め の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た

め 、 徳 島 県 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
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児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

児 童 福 祉 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 第 一 項 」 を 「 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と す る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 児 童 福 祉 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 四 十 七 号 ） 附 則 第 三 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 支 払 命 令 を す べ き 額 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

児 童 福 祉 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 小 児 慢 性 特 定 疾 病 に 係 る 医 療 費 助 成 の 制 度 が 改 め ら れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提

出 す る 理 由 で あ る 。

第 九 号

児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 九 号 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 立 高 等 学 校 総 合 寄 宿 舎 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 立 高 等 学 校 総 合 寄 宿 舎 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 表 徳 島 県 立 阿 南 寮 の 項 中 「 阿 南 市 横 見 町 」 を 「 阿 南 市 宝 田 町 」 に 改 め 、 同 表 徳 島 県 立 麻 植 寮 の 項 及 び 徳 島 県 立 美 馬 寮 の 項 を 削 る 。

第 八 条 中 「 千 八 百 円 」 を 「 五 千 六 百 円 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 を 第 十 七 条 と し 、 第 十 二 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

（ 研 修 室 の 利 用 ）

第 十 三 条 委 員 会 は 、 徳 島 県 立 徳 島 寮 の 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 合 宿 そ の 他 委 員 会 が 認 め る 目 的 の た め 、 徳 島 県 立 徳 島 寮 の 研 修 室 （ 以 下 「 研 修 室 」 と い う 。 ）

を 、 高 等 学 校 の 生 徒 そ の 他 こ れ に 準 ず る 者 と し て 委 員 会 が 認 め る 者 の 宿 泊 に 利 用 さ せ る こ と が で き る 。

（ 利 用 の 許 可 ）

第 十 四 条 前 条 の 規 定 に よ り 研 修 室 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 委 員 会 の 許 可 （ 以 下 「 利 用 の 許 可 」 と い う 。 ） を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 研 修 室 の 宿 泊 料 ）

第 十 五 条 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 に 対 し て は 、 一 泊 に つ き 三 百 円 の 宿 泊 料 を 徴 収 す る 。

2 宿 泊 料 は 、 利 用 の 許 可 の 申 請 の 際 、 徴 収 す る 。 た だ し 、 知 事 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 準 用 規 定 ）

第 十 六 条 第 五 条 、 第 六 条 （ 第 一 項 第 一 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 第 十 条 及 び 第 十 一 条 の 規 定 は 、 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 五 条 第 一 項 中 「 寄 宿 舎 に 入 舎 し た 者 （ 以 下 「 舎 生 」 と い う 。 ） 」 と あ る の は 「 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 舎 生 」 と あ る の は 「 利 用 の 許 可 を

第 十 号

徳 島 県 立 高 等 学 校 総 合 寄 宿 舎 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 高 等 学 校 総 合 寄 宿 舎 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 十 号 徳 島 県 立 高 等 学 校 総 合 寄 宿 舎 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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受 け た 者 」 と 、 第 六 条 第 一 項 中 「 舎 生 」 と あ る の は 「 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 」 と 、 「 第 四 条 」 と あ る の は 「 第 十 四 条 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 舎 生 」 と あ る の は

「 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 」 と 、 「 前 項 」 と あ る の は 「 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る 第 六 条 第 一 項 第 二 号 」 と 、 「 第 四 条 」 と あ る の は 「 第 十 四 条 」 と 、 第 十 条 の 見

出 し 中 「 使 用 料 」 と あ る の は 「 宿 泊 料 」 と 、 同 条 中 「 寄 宿 舎 」 と あ る の は 「 研 修 室 」 と 、 「 使 用 料 」 と あ る の は 「 宿 泊 料 」 と 、 第 十 一 条 の 見 出 し 中 「 使 用 料 」

と あ る の は 「 宿 泊 料 」 と 、 同 条 中 「 使 用 料 」 と あ る の は 「 宿 泊 料 」 と 、 「 前 条 」 と あ る の は 「 第 十 六 条 に お い て 準 用 す る 第 十 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 五 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 第 二 条 の 表 徳 島 県 立 阿 南 寮 の 項 の 改 正 規 定 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 四 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日

二 第 十 三 条 を 第 十 七 条 と し 、 第 十 二 条 の 次 に 四 条 を 加 え る 改 正 規 定 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 四 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日

三 第 二 条 の 表 の 改 正 規 定 （ 第 一 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日

（ 使 用 料 の 改 定 に 伴 う 経 過 措 置 ）

2 徳 島 県 立 高 等 学 校 総 合 寄 宿 舎 （ 徳 島 県 立 麻 植 寮 及 び 徳 島 県 立 美 馬 寮 を 除 く 。 ） の 使 用 料 の 額 は 、 当 分 の 間 、 改 正 後 の 第 八 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 箇 月 （ 入

舎 の 日 の 属 す る 月 及 び 退 舎 の 日 の 属 す る 月 に お け る 在 舎 の 期 間 は 、 そ れ ぞ れ 一 箇 月 と み な す 。 ） に つ き 二 千 八 百 円 と す る 。

3 徳 島 県 立 麻 植 寮 及 び 徳 島 県 立 美 馬 寮 の 使 用 料 の 額 は 、 改 正 後 の 第 八 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

4 改 正 後 の 第 八 条 及 び 附 則 第 二 項 の 規 定 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き

は 、 そ の 日 の 属 す る 月 。 以 下 「 適 用 月 」 と い う 。 ） 以 後 の 使 用 料 に つ い て 適 用 し 、 適 用 月 前 の 使 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

一 徳 島 県 立 徳 島 寮 に 入 舎 し た 者 （ 男 子 に 限 る 。 ） 附 則 第 一 項 第 二 号 に 定 め る 日

二 徳 島 県 立 徳 島 寮 に 入 舎 し た 者 （ 女 子 に 限 る 。 ） 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 年 四 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日

三 徳 島 県 立 阿 南 寮 に 入 舎 し た 者 附 則 第 一 項 第 一 号 に 定 め る 日

四 徳 島 県 立 美 馬 東 部 寮 に 入 舎 し た 者 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 四 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日

五 徳 島 県 立 三 好 寮 に 入 舎 し た 者 施 行 日
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提 案 理 由

徳 島 県 立 高 等 学 校 総 合 寄 宿 舎 の 改 築 等 に 伴 い 、 使 用 料 の 額 の 適 正 化 を 図 る と と も に 、 入 舎 人 数 の 減 少 等 に 鑑 み 、 徳 島 県 立 麻 植 寮 及 び 徳 島 県 立 美 馬 寮 を 廃 止 す

る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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平成26年12月議案及び議案説明書



請負契約書中「4 契約金額 945，000，000円」を「4 契約金額 969，320，520円」に改める。

提案理由

工事の請負契約の契約金額の変更に伴い，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議決を経る必要がある。これ

が，この案件を提出する理由である。

第11号

徳島県立鳴門渦潮高等学校管理情報棟改築工事のうち建築工事の請負契約の変更請負契約について

平成25年10月21日議決を経た徳島県立鳴門渦潮高等学校管理情報棟改築工事のうち建築工事の請負契約の変更請
負契約を次のとおり締結する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第11号 徳島県立鳴門渦潮高等学校管理情報棟改築工事のうち建築工事の請負契約の変更請負契約について

初校

２９

平成26年12月議案及び議案説明書



㉚初校

平成26年12月議案及び議案説明書



発売総額 10，000，000千円以内

提案理由

当せん金付証票の発売について，当せん金付証票法第4条の規定により，その限度額について議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由であ

る。

第12号

当せん金付証票の発売について

当せん金付証票法により，平成27年度中において証票を次のとおり発売することができる。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第12号 当せん金付証票の発売について

初校

３１

平成26年12月議案及び議案説明書



32初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里

2 指 定 管 理 者 名東郡佐那河内村下字南林1番地17

特定非営利活動法人 大川原

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第13号

徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第13号 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の指定管理者の指定について

初校

３３

平成26年12月議案及び議案説明書



34初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立総合福祉センター

2 指 定 管 理 者 徳島市西新浜町二丁目3番78号

社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第14号

徳島県立総合福祉センターの指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第14号 徳島県立総合福祉センターの指定管理者の指定について

初校

３５

平成26年12月議案及び議案説明書



36初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター及び視聴覚障がい者支援センター）

2 指 定 管 理 者 徳島市西新浜町二丁目3番78号

社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第15号

徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター等）の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第15号 徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター等）の指定管理者の指定について

初校

３７

平成26年12月議案及び議案説明書



38初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者スポーツセンター）

2 指 定 管 理 者 徳島市一番町三丁目16番地の3

岡田企画株式会社

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第16号

徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者スポーツセンター）の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第16号 徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者スポーツセンター）の指定管理者の指定について

初校

３９

平成26年12月議案及び議案説明書



40初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立大鳴門橋架橋記念館及び徳島県立渦の道

2 指 定 管 理 者 徳島市南末広町4番54号

株式会社ネオビエント及び一般財団法人徳島県観光協会参加グループ

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第17号

徳島県立大鳴門橋架橋記念館等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第17号 徳島県立大鳴門橋架橋記念館等の指定管理者の指定について

初校

４１

平成26年12月議案及び議案説明書



42初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立美馬野外交流の郷

2 指 定 管 理 者 三好郡東みよし町中庄276番地1

四国開発土木株式会社

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第18号

徳島県立美馬野外交流の郷の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第18号 徳島県立美馬野外交流の郷の指定管理者の指定について

初校

４３

平成26年12月議案及び議案説明書



44初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立出島野鳥公園

2 指 定 管 理 者 阿南市那賀川町みどり台1番地の1

株式会社 コート・ベール徳島

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第19号

徳島県立出島野鳥公園の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第19号 徳島県立出島野鳥公園の指定管理者の指定について

初校

４５

平成26年12月議案及び議案説明書



46初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県腕山放牧場

2 指 定 管 理 者 名西郡石井町浦庄字上浦531番地1

徳島県酪農業協同組合

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第20号

徳島県腕山放牧場の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第20号 徳島県腕山放牧場の指定管理者の指定について

初校

４７

平成26年12月議案及び議案説明書



48初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立神山森林公園

2 指 定 管 理 者 名西郡神山町神領字西上角39番地

徳島中央森林組合

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第21号

徳島県立神山森林公園の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第21号 徳島県立神山森林公園の指定管理者の指定について

初校

４９

平成26年12月議案及び議案説明書



50初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立高丸山千年の森

2 指 定 管 理 者 勝浦郡上勝町大字福原字川北30番地

一般社団法人 かみかつ里山倶楽部

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第22号

徳島県立高丸山千年の森の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第22号 徳島県立高丸山千年の森の指定管理者の指定について

初校

５１

平成26年12月議案及び議案説明書



52初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県日峯大神子広域公園，徳島県文化の森総合公園，徳島県新町川公園及び徳島県蔵本公園

2 指 定 管 理 者 徳島市かちどき橋一丁目41番地

公益財団法人 徳島県建設技術センター

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第23号

徳島県日峯大神子広域公園等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第23号 徳島県日峯大神子広域公園等の指定管理者の指定について

初校

５３

平成26年12月議案及び議案説明書



54初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県鳴門ウチノ海総合公園及び徳島県鳴門総合運動公園

2 指 定 管 理 者 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地

鳴門市

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第24号

徳島県鳴門ウチノ海総合公園等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第24号 徳島県鳴門ウチノ海総合公園等の指定管理者の指定について

初校

５５

平成26年12月議案及び議案説明書



56初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県富田浜第一駐車場，徳島県富田浜第二駐車場及び徳島県幸町駐車場

2 指 定 管 理 者 徳島市紺屋町24番地

株式会社 バル

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第25号

徳島県富田浜第一駐車場等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第25号 徳島県富田浜第一駐車場等の指定管理者の指定について

初校

５７

平成26年12月議案及び議案説明書



58初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 新浜町団地県営住宅及び大麻団地県営住宅

2 指 定 管 理 者 徳島市かちどき橋一丁目41番地

徳島県住宅供給公社

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第26号

新浜町団地県営住宅等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第26号 新浜町団地県営住宅等の指定管理者の指定について

初校

５９

平成26年12月議案及び議案説明書



60初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県立埋蔵文化財総合センター

2 指 定 管 理 者 板野郡板野町犬伏字平山86番2

公益財団法人 徳島県埋蔵文化財センター

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第27号

徳島県立埋蔵文化財総合センターの指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第27号 徳島県立埋蔵文化財総合センターの指定管理者の指定について

初校

６１

平成26年12月議案及び議案説明書



62初校

平成26年12月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 徳島県藍場町地下駐車場及び徳島県松茂駐車場

2 指 定 管 理 者 徳島市国府町花園59番地3

株式会社 ティビィケイ

3 指 定 の 期 間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第28号

徳島県藍場町地下駐車場等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第28号 徳島県藍場町地下駐車場等の指定管理者の指定について

初校

６３

平成26年12月議案及び議案説明書



64初校

平成26年12月議案及び議案説明書



提案理由

県道の認定について，道路法第7条第2項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第29号

県 道 の 認 定 に つ い て

道路法第7条第1項の規定により，次の道路を県道に認定する。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

認 定 路 線 名 起 点 終 点 重 要 な 経 過 地 備 考

大林津乃峰線 小松島市大林町 阿南市津乃峰町

第29号 県道の認定について

初校

６５

平成26年12月議案及び議案説明書
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第30号

平成26年度徳島県一般会計補正予算（第5号）の専決処分の承認について

地方自治法第179条第1項の規定により，平成26年度徳島県一般会計補正予算（第5号）を次のとおり専決処分し
たので，同条第3項の規定により報告し，承認を求める。

平 成26年12月 1 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第30号 平成26年度徳島県一般会計補正予算（第5号）の専決処分の承認について

初校

６７

平成26年12月議案及び議案説明書
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平成26年度徳島県一般会計補正予算（第5号）

平成26年度徳島県一般会計の補正予算（第5号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ476，192千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ489，011，822千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第1表歳入歳出予算補正」による。

平 成26年11月21日 専 決

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

9 国 庫 支 出 金 57，523，711 476，192 57，999，903

3 委 託 金 1，204，140 476，192 1，680，332

歳 入 合 計 488，535，630 476，192 489，011，822

千円 千円 千円

再校

６９

平成26年12月議案及び議案説明書



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 33，108，128 476，192 33，584，320

5 選 挙 費 287，328 476，192 763，520

歳 出 合 計 488，535，630 476，192 489，011，822

初校

千円 千円 千円

７０

平成26年12月議案及び議案説明書



損害賠償の額の決定及び和解について

交通事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第1号

損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

平 成26年12月 1 日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

徳島市在住 1名 144，543 平成26年8月5日 徳島市地内 平成26年10月24日

徳島市在住 1名 47，556 平成26年8月29日 徳島市地内 平成26年10月24日

阿南市所在 1法人 147，000 平成26年9月10日 徳島市地内 平成26年10月24日

円

報告第1号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

初校

７１

平成26年12月議案及び議案説明書
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損害賠償の額の決定及び和解について

道路事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第2号

損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

平 成26年12月 1 日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

板野郡上板町在住 1名 24，000 平成26年2月18日 板野郡上板町地内
（県道鳴門池田線） 平成26年10月31日

美馬郡つるぎ町在住 1名 102，000 平成26年4月27日 美馬郡つるぎ町地内
（県道木地屋赤松線） 平成26年10月31日

那賀郡那賀町在住 1名 66，000 平成26年6月9日 阿南市地内
（県道阿南鷲敷日和佐線） 平成26年10月31日

板野郡藍住町在住 1名 130，000 平成26年7月11日 徳島市地内
（県道徳島北灘線） 平成26年10月31日

那賀郡那賀町在住 1名 98，000 平成26年7月13日 那賀郡那賀町地内
（国道193号） 平成26年10月31日

三好市在住 1名 178，000 平成26年7月30日 三好市地内
（県道山城東祖谷山線） 平成26年10月31日

勝浦郡勝浦町在住 1名 565，000 平成26年8月3日 勝浦郡勝浦町地内
（県道阿南勝浦線） 平成26年10月31日

円

報告第2号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

初校

７３

平成26年12月議案及び議案説明書



三好市在住 1名 59，000 平成26年8月5日 三好市地内
（県道山城東祖谷山線） 平成26年10月31日

板野郡藍住町在住 1名 87，000 平成26年8月11日 板野郡藍住町地内
（県道徳島引田線） 平成26年10月31日

那賀郡那賀町在住 1名 116，000 平成26年8月24日 那賀郡那賀町地内
（国道195号） 平成26年10月31日

初校

７４

平成26年12月議案及び議案説明書



補 正 予 算 説 明 書
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平成26年12月議案及び議案説明書
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1 総 括
（歳 入）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 頁

01 県 税 70，500，000 ― 70，500，000 ―

02 地 方 消 費 税 清 算 金 17，317，000 ― 17，317，000 ―

03 地 方 譲 与 税 12，000，000 ― 12，000，000 ―

04 地 方 特 例 交 付 金 130，000 ― 130，000 ―

05 地 方 交 付 税 145，000，000 ― 145，000，000 ―

06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 290，000 ― 290，000 ―

07 分 担 金 及 び 負 担 金 923，189 1，700 924，889 81

08 使 用 料 及 び 手 数 料 4，803，032 ― 4，803，032 ―

平成26年度徳島県一般会計補正予算（第6号）説明書
歳入歳出補正予算（第6号）事項別明細書 （単位 千円）

再校

７７

平成26年12月議案及び議案説明書



款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 頁

09 国 庫 支 出 金 57，999，903 1，537，444 59，537，347 83

10 財 産 収 入 994，693 1，000 995，693 85

11 寄 附 金 100 ― 100 ―

12 繰 入 金 95，476，467 3，220，528 98，696，995 87

13 繰 越 金 8，140，656 528，840 8，669，496 89

14 諸 収 入 15，622，782 ― 15，622，782 ―

15 県 債 59，814，000 396，000 60，210，000 91

歳 入 合 計 489，011，822 5，685，512 494，697，334 ―

再校

７８

平成26年12月議案及び議案説明書



（歳 出）

款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

頁特 定 財 源
一 般 財 源

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

01 議 会 費 951，175 ― 951，175 ―

02 総 務 費 33，584，320 208，000 33，792，320 100，000 7，000 101，000 93

03 民 生 費 58，782，421 749，013 59，531，434 749，013 97

04 衛 生 費 25，495，834 3，371，962 28，867，796 1，057，444 2，369，015 △54，497 99

05 労 働 費 6，458，733 1，000 6，459，733 1，000 105

06 農 林 水 産 業 費 31，084，110 281，737 31，365，847 185，000 96，737 107

07 商 工 費 64，014，497 4，000 64，018，497 4，000 113

08 土 木 費 47，013，936 946，200 47，960，136 295，000 296，000 93，200 262，000 115

09 警 察 費 22，532，647 ― 22，532，647 ―

再校

７９

平成26年12月議案及び議案説明書



款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

頁特 定 財 源
一 般 財 源

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

10 教 育 費 85，704，470 3，600 85，708，070 3，600 119

11 災 害 復 旧 費 9，796，520 120，000 9，916，520 120，000 121

12 公 債 費 84，791，199 ― 84，791，199 ―

13 諸 支 出 金 18，651，960 ― 18，651，960 ―

14 予 備 費 150，000 ― 150，000 ―

財 源 振 替 0 0 0 繰越金 528，840 △528，840 ―

歳 出 合 計 489，011，822 5，685，512 494，697，334 1，537，444 396，000 3，752，068 0 ―

再校

８０

平成26年12月議案及び議案説明書



2 歳 入
（款） 07 分担金及び負担金

（項） 02 負 担 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

03 土 木 費 負 担 金 308，342 1，700 310，04202河 川 海 岸 費
負 担 金 1，700 県単独砂防事業費（25／100） 1，700

計 647，849 1，700 649，549

８１歳入 第07款 分担金及び負担金

初校

平成26年12月議案及び議案説明書
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（款） 09 国 庫 支 出 金

（項） 02 国 庫 補 助 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

03 衛 生 費 国 庫 補 助 金 2，159，754 1，057，444 3，217，19801
公 衆 衛 生 費
国 庫 補 助 金 2，500 感染症予防対策費（1／2） 2，500

04医 薬 費
国 庫 補 助 金 1，054，944 医療連携体制推進費（1／2） △1，500

産科医確保支援費（1／2・10／10） △19，118

歯科保健対策費（定額） △4，058

女性医師復職研修支援費（1／2） △2，496

医療施設等設備整備費（10／10） 37，094

小児救急医療拠点病院運営費（1／2） △39，446

小児救急医療支援費（1／2） △2，289

小児救急電話相談費（1／2） △8，625

地域医療確保支援費（1／2） △20，000

看護師等養成所運営費（1／2） △9，459

院内保育運営費（1／2） △23，778

看護職員資質向上推進費（定額） △4，891

８３歳入 第09款 国 庫 支 出 金

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

訪問看護推進費（1／2） △815

看護職員確保対策費（10／10・定額） △32，341

医療介護提供体制改革推進費（2／3） 713，920

地域医療対策支援臨時特例費（2／3） 472，746

05 農林水産業費国庫補助金 8，750，107 185，000 8，935，10701
農 業 費
国 庫 補 助 金 120，000 経営総合対策等推進費（6／10） 120，000

04農 地 費
国 庫 補 助 金 65，000 耕地災害関連事業費（10／10） 65，000

07 土 木 費 国 庫 補 助 金 11，772，799 295，000 12，067，79902河 川 海 岸 費
国 庫 補 助 金 295，000 総合流域防災事業費（1／2） 295，000

計 27，466，372 1，537，444 29，003，816

初校

８４

平成26年12月議案及び議案説明書



（款） 10 財 産 収 入

（項） 01 財産運用収入

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

02 利 子 及 び 配 当 金 397，068 1，000 398，06801利子及び配当金 1，000 地域医療介護総合確保基金積立金利息 1，000

計 584，449 1，000 585，449

８５歳入 第10款 財 産 収 入

初校

平成26年12月議案及び議案説明書
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（款） 12 繰 入 金

（項） 02 基 金 繰 入 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

04 二十一世紀創造基金
繰 入 金 21，396，013 684，500 22，080，51301二十一世紀創造基 金 繰 入 金 684，500

16 安心こども基金繰入金 313，308 738，313 1，051，62101安心こども基金繰 入 金 738，313

28 道路整備利用促進基金
繰 入 金 34，700 11，000 45，70001道路整備利用促進基金繰入金 11，000

29 少子化対策緊急強化基金
繰 入 金 12，200 12，20001

少 子 化 対 策
緊急強化基金
繰 入 金

12，200

30 地域医療介護総合確保
基 金 繰 入 金 1，774，515 1，774，51501

地域医療介護
総合確保基金
繰 入 金

1，774，515

計 34，208，056 3，220，528 37，428，584

８７歳入 第12款 繰 入 金

初校

平成26年12月議案及び議案説明書
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（款） 13 繰 越 金

（項） 01 繰 越 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

01 繰 越 金 8，140，656 528，840 8，669，49601繰 越 金 528，840

計 8，140，656 528，840 8，669，496

８９歳入 第13款 繰 越 金

初校

平成26年12月議案及び議案説明書
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（款） 15 県 債

（項） 01 県 債

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

01 総 務 債 5，351，000 100，000 5，451，00001市町村振興費債 100，000 地域総合整備資金貸付金 100，000

05 土 木 債 13，619，000 296，000 13，915，00003河川海岸費債 296，000 総合流域防災事業費 291，000

県単独砂防事業費 5，000

計 59，814，000 396，000 60，210，000

９１歳入 第15款 県 債

初校

平成26年12月議案及び議案説明書
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3 歳 出
（款） 02 総 務 費

（項） 02 企 画 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01企画総務費 1，193，780 5001，194，280
繰入金

500
08報 償 費 160 1 企画調整費 500

12役 務 費 40

14使用料及び賃 借 料 300

02計画調査費 248，058 6，500 254，558
繰入金
6，500

08報 償 費 300 1 広域交流連携推進費 6，500

11需 用 費 577

12役 務 費 10

13委 託 料 5，513

14使用料及び賃 借 料 100

計 2，186，204 7，0002，193，204 7，000

９３歳出 第02款 総 務 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 04 市町村振興費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

03地 域 振 興対 策 費 2，353，871 100，0002，453，871 100，000
21貸 付 金 100，000 1 地域整備推進費

地域総合整備資金貸付金 100，000

計 3，380，169 100，0003，480，169 100，000

初校

９４

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 06 防 災 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01防災総務費 5，038，498 101，0005，139，498 101，000
08報 償 費 72 1 防災対策指導費 101，000

災害医療推進基金積立金 100，000

事務費 1，000
09旅 費 90

11需 用 費 68

12役 務 費 770

25積 立 金 100，000

計 5，121，287 101，0005，222，287 101，000

９５

初校

平成26年12月議案及び議案説明書
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（款） 03 民 生 費

（項） 01 社 会 福 祉 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

03老人福祉費 25，744，136 70025，744，836
繰入金

700 13委 託 料 700 1 要援護老人対策費 700

計 41，954，493 70041，955，193 700

９７歳出 第03款 民 生 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 02 児 童 福 祉 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01児 童 福 祉総 務 費 5，968，541 10，0005，978，541
繰入金
10，000

11需 用 費 100 1 児童健全育成対策費 10，000

地域婚活支援費補助金 5，000

事務費 5，000
12役 務 費 100

13委 託 料 4，800

19負担金、補助及び交付金 5，000

04児 童 福 祉施 設 費 451，487 738，3131，189，800
繰入金
738，313

19負担金、補助及び交付金 738，313 1 児童福祉施設整備事業費 738，313

保育所整備事業費補助金 109，425

認定こども園整備事業費補助金 628，888

計 10，937，317 748，31311，685，630 748，313

初校

９８

平成26年12月議案及び議案説明書



（款） 04 衛 生 費

（項） 01 公 衆 衛 生 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01公 衆 衛 生総 務 費 1，850，991 1，2001，852，191
繰入金
1，200

08報 償 費 25 1 母子保健対策費 1，200

扶助費 750

事務費 450
09旅 費 2

11需 用 費 153

12役 務 費 20

14使用料及び賃 借 料 250

20扶 助 費 750

03予 防 費 2，075，088 81，6372，156，725 2，500
繰入金
76，637 2，500

08報 償 費 406 1 予防検診費 5，000

扶助費 4，970

事務費 30

2 健康増進普及費 76，637

地域医療情報ネットワーク体制整備費
補助金 28，430

歯科口腔ケア普及推進費補助金 4，800

歯科口腔保健人材育成確保費補助金 9，750

09旅 費 270

11需 用 費 201

12役 務 費 237

14使用料及び賃 借 料 100

９９歳出 第04款 衛 生 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

19負担金、補助及び交付金 75，453 感染専門医療従事者養成費補助金 9，973

周産期医療従事者育成確保費補助金 22，500

事務費 1，184
20扶 助 費 4，970

計 5，507，844 82，8375，590，681 2，500 77，837 2，500

初校

１００

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 02 環 境 衛 生 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

03環 境 衛 生指 導 費 1，827，228 1，5001，828，728 1，500
08報 償 費 282 1 一般環境対策費 1，500

09旅 費 836

11需 用 費 382

計 3，361，745 1，5003，363，245 1，500

１０１

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 04 医 薬 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

02医 務 費 4，722，4793，272，6257，995，1041，126，228
財収
1，000

繰入金
2，179，837

△34，440
07賃 金 1，555 1 医療衛生費 3，272，625

医療施設スプリンクラー等整備事業費
補助金 37，094

地域医療情報ネットワーク体制整備費
補助金 502，630

在宅医療・介護連携体制構築費補助金
2，100

在宅医療人材育成費補助金 33，500

在宅医療提供体制整備事業費補助金
179，953

在宅推進医師確保等支援センター設置支援
事業費補助金 236，000

地域医療従事者等養成確保費補助金 9，000

若手医師・女性医師等養成確保費補助金
84，610

医療従事者勤務環境改善費補助金 226，000

歯科医療従事者養成確保事業費補助金
33，206

看護職員養成確保費補助金 40，277

地域医療介護総合確保基金積立金
1，781，000

事務費 107，255

2 財源振替

08報 償 費 6，841

09旅 費 4，028

11需 用 費 19，272

12役 務 費 2，433

13委 託 料 25，807

14使用料及び賃 借 料 3，340

15工事請負費 27，394

18備品購入費 16，585

19負担金、補助及び交付金 1，384，370

25積 立 金 1，781，000

初校

１０２

平成26年12月議案及び議案説明書



03保 健 師 等指導管理費 530，306 0 530，306 △71，284
繰入金
95，341 △24，057 1 財源振替

04薬 務 費 52，164 15，000 67，164
繰入金
15，000

19負担金、補助及び交付金 15，000 1 薬事生産指導費

在宅医療提供拠点薬局整備等事業費補助金
15，000

計 5，947，2593，287，6259，234，8841，054，944 2，291，178 △58，497

１０３

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１０４初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（款） 05 労 働 費

（項） 01 労 政 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01労政総務費 5，228，556 1，0005，229，556
繰入金
1，000

09旅 費 228 1 次世代育成支援対策費 1，000

11需 用 費 72

13委 託 料 700

計 5，327，615 1，0005，328，615 1，000

１０５歳出 第05款 労 働 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１０６初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（款） 06 農林水産業費

（項） 01 農 業 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01農業総務費 4，064，622 200，0004，264，622 120，000 80，000
19負担金、補助及び交付金 200，000 1 経営総合対策等推進費

経営体育成支援事業費補助金 200，000

計 4，929，314 200，0005，129，314 120，000 80，000

１０７歳出 第06款 農林水産業費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 02 園 芸 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

02園芸振興費 514，861 1，000 515，861 1，00013委 託 料 1，000 1 新鮮とくしまブランド戦略対策費 1，000

計 813，413 1，000 814，413 1，000

初校

１０８

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 04 農 地 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

03農 地 防 災事 業 費 1，382，914 65，0001，447，914 65，000
19負担金、補助及び交付金 65，000 1 耕地災害関連事業費

事業費補助金 65，000

計 9，957，859 65，00010，022，859 65，000

１０９

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 05 林 業 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

06治 山 費 3，117，162 9，7373，126，899 9，73713委 託 料 9，737 1 県単独治山事業費 9，737

計 12，273，913 9，73712，283，650 9，737

初校

１１０

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 06 水 産 業 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

07漁港管理費 88，754 6，000 94，754 6，000
12役 務 費 500 1 県管理漁港維持補修費 6，000

13委 託 料 2，500

14使用料及び賃 借 料 500

15工事請負費 2，500

計 2，129，571 6，0002，135，571 6，000

１１１

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１１２初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（款） 07 商 工 費

（項） 03 観 光 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01観 光 費 1，463，171 4，0001，467，171
繰入金
4，000 13委 託 料 4，000 1 観光交流推進費 4，000

計 1，463，171 4，0001，467，171 4，000

１１３歳出 第07款 商 工 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１１４初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（款） 08 土 木 費

（項） 02 道路橋りょう費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

02道路維持費 2，481，589 203，2002，684，789 203，200
12役 務 費 34，200 1 道路維持修繕費 203，200

13委 託 料 100，000

15工事請負費 69，000

計 23，044，975 203，20023，248，175 203，200

１１５歳出 第08款 土 木 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 03 河 川 海 岸 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

02河川改良費 5，529，234 619，0006，148，234 295，000 291，000 33，000
11需 用 費 8，120 1 総合流域防災事業費 619，000

13委 託 料 40，880

15工事請負費 285，000

17公 有 財 産
購 入 費 6，000

22補償、補�及び賠償金 279，000

03砂 防 費 4，906，089 18，0004，924，089 5，000
分，負
1，700 11，300

11需 用 費 240 1 県単独砂防事業費 8，000

2 砂防維持修繕費 10，00013委 託 料 960

15工事請負費 16，800

計 11，394，029 637，00012，031，029 295，000 296，000 1，700 44，300

初校

１１６

平成26年12月議案及び議案説明書



（項） 05 都 市 計 画 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

03公 園 費 1，183，758 106，0001，289，758
繰入金
91，500 14，500

11需 用 費 1，500 1 公園維持修繕費 106，000

13委 託 料 9，000

15工事請負費 95，500

計 3，315，713 106，0003，421，713 91，500 14，500

１１７

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１１８初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（款） 10 教 育 費

（項） 07 保 健 体 育 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01保 健 体 育総 務 費 286，859 2，000 288，859 2，000
08報 償 費 20 1 学校安全管理指導費 2，000

09旅 費 80

11需 用 費 1，852

12役 務 費 48

02体育振興費 821，517 1，600 823，117 1，60013委 託 料 1，600 1 県民総体育推進費 1，600

計 1，108，376 3，6001，111，976 3，600

１１９歳出 第10款 教 育 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１２０初校

平成26年12月議案及び議案説明書



（款） 11 災 害 復 旧 費

（項） 02 土木施設災害復旧費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

04河川等施設災害復旧費 6，790，000 120，0006，910，000 120，00013委 託 料 120，000 1 災害査定設計委託費 120，000

計 8，301，750 120，0008，421，750 120，000

１２１歳出 第11款 災 害 復 旧 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１２２初校

平成26年12月議案及び議案説明書



補正予算（第6号）債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の

見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（当該年度提出に係る分）

事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の
支 出（ 見 込 ）額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一般財源期 間 金 額 期 間 金 額 国支出金 地 方 債 そ の 他

徳島県立佐那河内いきものふれあいの

里の管理運営協定

62，307

自

平成27年度

至

平成29年度

62，307 2，346 59，961

国際スポーツ大会キャンプ地等誘致推
進業務委託契約 4，900 平成27年度 4，900 4，900

徳島県立総合福祉センターの管理運営

協定

93，954

自

平成27年度

至

平成29年度

93，954 27，822 66，132

徳島県立障がい者交流プラザ（障がい

者交流センター等）の管理運営協定

388，698

自

平成27年度

至

平成29年度

388，698 49，559 6，078 333，061

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１２３

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の
支 出（ 見 込 ）額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一般財源期 間 金 額 期 間 金 額 国支出金 地 方 債 そ の 他

徳島県立障がい者交流プラザ（障がい

者スポーツセンター）の管理運営協定
140，100

自

平成27年度

至

平成29年度

140，100 140，100

徳島県立美馬野外交流の郷の管理運営

協定
43，700

自

平成27年度

至

平成29年度

43，700 867 42，833

徳島県立出島野鳥公園の管理運営協定

16，500

自

平成27年度

至

平成29年度

16，500 1，173 15，327

徳島県立高丸山千年の森の管理運営協

定
53，676

自

平成27年度

至

平成29年度

53，676 53，676

徳島県立神山森林公園の管理運営協定

213，840

自

平成27年度

至

平成29年度

213，840 288 213，552

初校

１２４

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成26年12月議案及び議案説明書



公園維持修繕工事請負契約 20，000 平成27年度 20，000 20，000

徳島県日峯大神子広域公園等の管理運

営協定
537，840

自

平成27年度

至

平成29年度

537，840 138，189 399，651

徳島県鳴門ウチノ海総合公園等の管理

運営協定
369，360

自

平成27年度

至

平成29年度

369，360 76，419 292，941

新浜町団地県営住宅等の管理運営協定

65，762

自

平成27年度

至

平成29年度

65，762 65，762

徳島県立埋蔵文化財総合センターの管

理運営協定
43，625

自

平成27年度

至

平成29年度

43，625 43，625

１２５

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１２６初校

平成26年12月議案及び議案説明書



補正予算（第6号）地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分
前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み 当該年度末現在高見込額当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当該年度中元金償還見込額
補正前の額 補 正 額 計 補正前の額 補 正 額 計 補正前の額 補 正 額 計

1 普 通 債 578，011，193 36，485，000 396，000 36，881，000 53，048，588 53，048，588561，447，605 396，000561，843，605

()1 土 木 384，289，601 20，073，000 296，000 20，369，000 37，256，946 37，256，946367，105，655 296，000367，401，655

()9 総 務 52，750，226 5，491，000 100，000 5，591，000 2，465，817 2，465，817 55，775，409 100，000 55，875，409

合 計 901，897，367 69，682，000 396，000 70，078，000 70，775，000 70，775，000900，804，367 396，000901，200，367

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

初校

１２７

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１２８初校

平成26年12月議案及び議案説明書



平成26年度徳島県特別会計補正予算説明書 （単位 千円）
総 括 表

区 分 補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計 123，420，262 10，000 123，430，262 10，000

合 計 281，949，246 10，000 281，959，246 10，000

初校

１２９

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１３０初校

平成26年12月議案及び議案説明書



平成26年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第2号）説明書
歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1 歳 入
（款） 01 中小企業・雇用対策事業収入

項 目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

04 諸 収 入 61，355，340 10，000 61，365，340

01 貸 付 金 元 利 収 入 61，351，340 10，000 61，361，34001
中小企業・雇用
対 策 推 進 費
造 成 資 金
貸付金元利収入

10，000 利子 10，000

計 123，420，262 10，000 123，430，262

１３１

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１３２初校

平成26年12月議案及び議案説明書



2 歳 出
（款） 01 中小企業・雇用対策事業費

項 目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01
中小企業・
雇 用 対 策
事 業 費

123，420，
262 10，000123，430，262 10，000

01
中小企業
・雇用対
策事業費

123，420，
262 10，000123，430，262

諸収入
10，000 13委 託 料 10，000 1 中小企業・雇用対策推進費 10，000

計 123，420，
262 10，000123，430，262 10，000

１３３

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１３４初校

平成26年12月議案及び議案説明書



補 正 予 算 専 決 処 分 説 明 書

◯１３５初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１３６初校

平成26年12月議案及び議案説明書



平成26年度徳島県一般会計補正予算（第5号）専決処分説明書
歳入歳出補正予算（第5号）事項別明細書 （単位 千円）

1 総 括
（歳 入）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 頁

01 県 税 70，500，000 ― 70，500，000 ―

02 地 方 消 費 税 清 算 金 17，317，000 ― 17，317，000 ―

03 地 方 譲 与 税 12，000，000 ― 12，000，000 ―

04 地 方 特 例 交 付 金 130，000 ― 130，000 ―

05 地 方 交 付 税 145，000，000 ― 145，000，000 ―

06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 290，000 ― 290，000 ―

07 分 担 金 及 び 負 担 金 923，189 ― 923，189 ―

08 使 用 料 及 び 手 数 料 4，803，032 ― 4，803，032 ―

初校

１３７

平成26年12月議案及び議案説明書



款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 頁

09 国 庫 支 出 金 57，523，711 476，192 57，999，903 141

10 財 産 収 入 994，693 ― 994，693 ―

11 寄 附 金 100 ― 100 ―

12 繰 入 金 95，476，467 ― 95，476，467 ―

13 繰 越 金 8，140，656 ― 8，140，656 ―

14 諸 収 入 15，622，782 ― 15，622，782 ―

15 県 債 59，814，000 ― 59，814，000 ―

歳 入 合 計 488，535，630 476，192 489，011，822 ―

再校

１３８

平成26年12月議案及び議案説明書



（歳 出）

款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

頁特 定 財 源
一 般 財 源

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

01 議 会 費 951，175 ― 951，175 ―

02 総 務 費 33，108，128 476，192 33，584，320 476，192 143

03 民 生 費 58，782，421 ― 58，782，421 ―

04 衛 生 費 25，495，834 ― 25，495，834 ―

05 労 働 費 6，458，733 ― 6，458，733 ―

06 農 林 水 産 業 費 31，084，110 ― 31，084，110 ―

07 商 工 費 64，014，497 ― 64，014，497 ―

08 土 木 費 47，013，936 ― 47，013，936 ―

09 警 察 費 22，532，647 ― 22，532，647 ―

再校

１３９

平成26年12月議案及び議案説明書



款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

頁特 定 財 源
一 般 財 源

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

10 教 育 費 85，704，470 ― 85，704，470 ―

11 災 害 復 旧 費 9，796，520 ― 9，796，520 ―

12 公 債 費 84，791，199 ― 84，791，199 ―

13 諸 支 出 金 18，651，960 ― 18，651，960 ―

14 予 備 費 150，000 ― 150，000 ―

歳 出 合 計 488，535，630 476，192 489，011，822 476，192 ―

再校

１４０

平成26年12月議案及び議案説明書



2 歳 入
（款） 09 国 庫 支 出 金

（項） 03 委 託 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

01 総 務 費 委 託 金 391，851 476，192 868，04303選挙費委託金 476，192 衆議院議員総選挙臨時啓発費 2，192

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
474，000

計 1，204，140 476，192 1，680，332

１４１歳入 第09款 国 庫 支 出 金

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



◯１４２初校

平成26年12月議案及び議案説明書



3 歳 出
（款） 02 総 務 費

（項） 05 選 挙 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

02選挙啓発費 1，523 2，192 3，715 2，192
11需 用 費 555 1 衆議院議員総選挙臨時啓発費 2，192

市交付金 785

事務費 1，407
12役 務 費 432

14使用料及び賃 借 料 420

19負担金、補助及び交付金 785

05

衆議院議員
総選挙及び
最高裁判所
裁 判 官
国民審査費

474，000 474，000 474，000
01報 酬 150 1 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査費 474，000

市町村交付金 349，930

選挙公営負担金 72，420

不在者投票特別経費 7，895

事務費 43，755

08報 償 費 60

09旅 費 700

11需 用 費 37，135

12役 務 費 2，970

13委 託 料 1，500

14使用料及び賃 借 料 1，240

１４３歳出 第02款 総 務 費

初校

平成26年12月議案及び議案説明書



目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

19負担金、補助及び交付金 430，245

計 287，328 476，192 763，520 476，192

初校

１４４

平成26年12月議案及び議案説明書



初校

�

平成26年12月議案及び議案説明書
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